
介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 の 継 続 、 拡 充 を 求 め る 意 見 書   介 護 職 員 の 処 遇 改 善 に 取 り 組 む 事 業 者 に 対 し て 、 介 護 職 員 処 遇 改  善 交 付 金 制 度 が 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 か ら 平 成 ２ ３ 年 度 ま で 実 施 さ れ て  い た 。 平 成 ２ ４ 年 度 か ら は 当 該 交 付 金 を 介 護 報 酬 に 移 行 し 、 交 付 金  の 対 象 で あ っ た 介 護 サ ー ビ ス に 従 事 す る 介 護 職 員 の 賃 金 改 善 に 充 て  る こ と を 目 的 と す る 介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 制 度 と し て 継 続 さ れ て い  る 。  し か し 、 こ の 加 算 制 度 は 例 外 的 か つ 経 過 的 な 取 り 扱 い と し て 、 平  成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 と さ れ 、 暫 定 的 な 措 置 と な っ て い る 。  現 在 、 ６ ５ 歳 以 上 の 人 口 が ２ １ ％ 以 上 と な っ た 超 高 齢 社 会 を 迎 え  て い る が 、 依 然 と し て 介 護 職 員 の 離 職 率 は 高 く 、 介 護 事 業 者 は 介 護  職 員 の 確 保 に 苦 慮 し て い る 。 介 護 崩 壊 を く い 止 め 、 安 全 で 安 心 な 介  護 を 実 現 す る た め に は 、 介 護 職 員 の 確 保 に 向 け 、 賃 金 な ど の 処 遇 改  善 が 必 要 で あ る 。  介 護 職 員 の 賃 金 は 他 の 産 業 と 比 べ て も 低 く 、 政 府 公 約 で あ る 介 護  職 員 へ の ４ 万 円 の 賃 上 げ を 実 現 す る た め に も 、 介 護 職 員 処 遇 改 善 制  度 は 廃 止 で は な く 、 継 続 し 拡 充 さ せ る こ と が 必 要 で あ る 。  よ っ て 、 国 に お い て は 次 の 措 置 を 講 ず る よ う 強 く 求 め る 。  １  介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 制 度 を 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 以 降 も 継 続 する こ と 。  ２  介 護 職 員 処 遇 改 善 加 算 事 業 の 対 象 職 種 を 拡 大 す る こ と 。  以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。    平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 １ ３ 日                三 浦 市 議 会 議 長  岩  野  匡  史   意 見 書 提 出 先  内 閣 総 理 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 、 財 務 大 臣  


